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総 務 警 察 委 員 会 記 録

開催日時 平成２５年１２月１２日（木） １３：０３～１５：３５

開催場所 第１委員会室

出席委員 ９名

中野 雅史 委員長

藤野 良次 副委員長

井岡 正徳 委員

大国 正博 委員

乾 浩之 委員

森山 賀文 委員

山村 幸穂 委員

奥山 博康 委員

荻田 義雄 委員

欠席委員 なし

出席理事者 林 奈良県理事兼危機管理監

浪越 総務部長

野村 地域振興部長

辻本 南部東部振興監

久保田 観光局長

原山 警察本部長

柘植 警務部長

太田 生活安全部長

堂藤 刑事部長

大森 交通部長

林 警備部長 ほか、関係職員

傍聴者 なし

議 事

（１）１２月定例県議会提出議案について

（付託議案）

議第 ９２号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第４号）
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（総務警察委員会所管分）

議第 ９３号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

議第 ９４号 奈良県職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例

議第 ９５号 知事及び副知事の退職手当に関する条例及び教育長の給与等に関

する条例の一部を改正する条例

議第１００号 旧耳成高校改修工事にかかる請負契約の変更について

議第１１０号 当せん金付証票の発売について

報第 ３０号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につい

て

災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関す

る条例の一部を改正する条例

（２）その他

＜会議の経過＞

○中野委員長 皆さん、こんにちは。それでは、ただいまから総務警察委員会を開会させ

ていただきます。

早速ですが、案件に入りたいと思います。

まず、付託議案の審査を行いたいと思います。当委員会に付託を受けました議案は、委

員会次第書の記載のとおりでございます。

審査に先立ち申し上げておきたいと思います。委員長報告につきましては正副委員長会

議の申し合わせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみ報告となりますの

で、あらかじめご了承をいただきたいと思います。

それでは、付託議案につきまして総務部長、県理事兼危機管理監、地域振興部長、南部

東部振興監、観光局長、警察本部長の順に説明をお願いしたいと思います。

○浪越総務部長 １２月定例県議会提出議案の全体の概要及び総務部に関する事項につき

ましてご説明を申し上げます。

「平成２５年度一般会計補正予算案その他」の目次、１２月２日に提出いたしました議

案は、議第９２号、補正予算が１件、議第９３号から議第９９号まで条例の改正が７件、

議第１００号から議第１１０号まで契約等が１１件、報第２９号から報第３０号まで公社

の経営状況の報告等報告が２件の合計２１件でございます。補正予算及び条例につきまし

ては後ほど別途配付いたしております資料によりご説明を申し上げますが、後ほど危機管



- 3 -

理監がご説明を申し上げます項目を除きまして総務部に関するものについてご説明をさせ

ていただきます。その他につきましてはそれぞれの部局長及び所管の委員会でご説明をい

たすことになります。

３８ページ、議第１００号旧耳成高校改修工事にかかる請負契約の変更についてでござ

います。公共工事労務単価の引き上げにより、契約金額を８３６万８，９２０円増額し、

９億９，５４４万９，７７０円に請負契約の変更を行うものでございます。

６０ページ、議第１１０号当せん金付証票の発売についてでございます。いわゆる宝く

じでございますが、平成２６年度における本県の発売限度額を１００億円以内とするもの

で、数字選択式のくじの平成２５年度の売れ行きが好調であること、また、平成２６年度

より開始されますインターネット試行販売により、さらなる売り上げが見込まれることに

対応するため、前年度より５億円増加させていただいております。

続きまして、補正予算についてご説明を申し上げます。「平成２５年１２月定例県議会

提出予算案の概要」によりご説明を申し上げます。

１ページ、議第９２号平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第４号）でございますが、

歳入歳出それぞれ３４億５，２００万円余でございます。９月に発生いたしました台風１

８号などによる被害の対応や今後の施策展開をより早く効果的に進めるための取り組み、

その他緊急に措置を要する経費について増額するものでございまして、政策課題の内訳に

つきましてはごらんのとおりでございます。歳入予算は特定財源といたしまして、地域の

元気臨時交付金などの国庫支出金を２２億１，１００万円余、地域・経済活性化基金繰入

金など、特定目的基金の繰入金を２５億１，７００万円余計上するとともに、交付税措置

のない県債を充当しております県単独の建設事業等につきまして、その財源に地域・経済

活性化基金を充当したことにより、県債を１４億６，４００万円余減額しております。ま

た、残余の一般財源といたしましては、地方交付税１億８，３００万円余、繰越金３００

万円余を計上させていただいております。歳出予算につきましては、総務部に関するもの

につきまして５件ご説明申し上げます。なお、各補正予算、歳入歳出の款項の内訳は議案

書に記載しております。

５ページ、１２、組織力の向上と財政の健全化での県有施設長寿命化等整備事業でござ

います。ファシリティーマネジメントの考え方を踏まえまして、施設の長寿命化や利用者

のアメニティー向上のため整備等行うもので、総額１，１７７万円余の補正をお願いする

ものでございます。あわせまして、債務負担行為につきまして平成２６年度までで限度額
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４億２１０万円余の補正をお願いするものでございます。うち総務部に関するものは県庁

舎及び分庁舎の長寿命化を図るため、昇降機の更新や高圧受変電設備等の改修のため、１，

１７７万円余の補正及び債務負担行為につきまして平成２６年度まで限度額３，８６９万

円余の補正でございます。

６ページ、１３、その他でございます。国家公務員の退職手当法の改正に準じまして、

定年前早期退職者に対する退職手当の特例措置の拡充により増額となる総額１億７，２０

０万円のうち、知事部局に関するものは１，１００万円となっております。

次に、財政調整基金積み立てでございます。地方財政法第７条第１項に基づき、平成２

４年度決算剰余金を積み立てるものでございます。平成２４年度の実質収支５億３１４万

５，０００円の２分の１を下らない額として、２億６，０００万円を計上しております。

続きまして、地域・経済活性化基金積立金でございます。国から追加配分のあった地域

の元気臨時交付金を県内の各地域及び県経済の活性化に資する事業を推進するための基金

であります奈良県地域・経済活性化基金へ積み立て、積み増しをするものでございまして、

８億８，０００万円余を計上しております。

次に、地域・経済活性化基金の活用でございます。交付税措置のない県債を充当してお

ります県単独の建設事業等につきましてその財源に地域・経済活性化基金を充当するもの

で、２３億６，１００万円余の財源更正を計上をしております。

７ページ、繰越明許費の補正でございます。繰越明許費は農業総合センター移転整備工

事等３件、１２億３，８００万円余の追加でございます。総務部に関するものはございま

せん。

続きまして、債務負担行為の補正でございます。債務負担行為の補正は事業を円滑に進

める観点から早期に契約手続に着手するほか、消費税引き上げへの対応や災害復旧事業の

工事期間を確保するために行うもので、道路災害関連事業に係るもの等３９件、３４億４

００万円余の追加及び変更でございます。うち総務部に関するものは、８ページ、県庁舎

等施設長寿命化事業に係るもの、それから臨時職員賃金等計算システム更新事業に係るも

の、９ページ、人事給与システム再構築事業に係るものと、総務事務処理業務委託に係る

もの４件について、４，５００万円余の変更、追加及び変更でございます。

続きまして、条例につきましてご説明を申し上げます。条例につきましては「平成２５

年１２月定例県議会提出条例」で、総務部所管に係る条例につきまして２件ご説明を申し

上げます。
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３ページ、議第９４号奈良県職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例

でございます。これは国家公務員退職手当法の改正に準じ、定年前早期退職者に対する退

職手当の基本額に係る特例措置を見直すために所要の改正をしようとするものでございま

す。

具体的には３ページ、定年前１０年以内に退職するものに対する退職手当の基本額に係

る特例措置について、定年と退職年齢との差１年当たりの給与の月額の割り増し率を２％

から３％に引き上げるものでございます。ただし、定年と退職年齢との差１年のものにつ

きましては現行どおり２％のままといたします。施行期日は、公布の日からとしておりま

す。

続きまして１１ページ、知事及び副知事の退職手当に関する条例及び教育長の給与等に

関する条例の一部を改正する条例でございます。これは知事、副知事及び教育長の退職手

当の支給割合を引き下げるため、所要の改正をしようとするものでございます。

具体的には退職手当の支給割合につきまして知事１００分の７０から１００分の６３に、

副知事を１００分の５０から１００分の４５に、教育長を１００分の３０から１００分の

２７に引き下げるものでございます。施行期日は、公布の日からとなっております。以上

が今回提出しております議案の概要及び総務部所管に係るものでございます。ご審議のほ

うよろしく申し上げます。

○林奈良県理事兼危機管理監 １点申し上げます。「平成２５年度一般会計補正予算案そ

の他」の６２ページ、報第３０号地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報

告についてご説明をいたします。

６３ページ、災害に際し応急措置の業務に従事したものに係る損害補償に関する条例の

一部を改正する条例でありますが、本年６月の災害救助法の一部改正を受けまして、同法

の条項を引用する条文の整備を行うため、所要の形式的な改正を９月３０日付で専決し、

１０月１日から施行しているものでございます。以上、よろしくお願いを申し上げます。

○野村地域振興部長 地域振興部の平成２５年度１２月補正予算案についてご説明いたし

ます。「平成２５年１２月定例県議会提出予算案の概要」の４ページ、ムジークフェスト

なら２０１４開催事業ですが、来年で３回目の開催となります。６月１４日から２９日ま

での１６日間で、有料公演のほか、社寺、駅前、ホールなどでの無料公演を県内各地で開

催する予定です。また、新たな取り組みといたしまして、春日野園地でのコンサート開催

を予定しております。それらの事業を早期に内容を決定し、早目にガイドブックを作成し
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て各種広報を展開するため、事前準備費用として４００万円の補正予算を計上させていた

だいております。

５ページ、分散型エネルギーインフラ導入可能性調査事業では、本庁舎でのガスコージ

ェネレーション発電により分庁舎、文化会館、美術館といった周辺施設に電力と熱エネル

ギーを供給する仕組みについてその導入可能性の調査を行うものでございます。この事業

は、今年度に入ってから総務省が全国に募集を行ったものであり、９月に本県から申請を

上げたところ採択されたものでございます。したがいまして、１０分の１０、全額国費で

ございます。

続きまして、県有施設長寿命化等整備事業でございます。地域振興部が所管する施設で

すが、文化会館におきましては、空調自動制御設備の改修のほか、パッケージ型エアコン

の更新などを実施し、施設の長寿命化を図ります。美術館におきましては、展示室の照明

設備の更新や展示ケースの空調機器の更新を行い、施設の長寿命化を図ります。また、万

葉文化館におきましては、万葉劇場をはじめとした展示設備の改修を行い、展示機能の向

上を図るものでございます。

続きまして８ページ、債務負担行為補正追加でございます。ムジークフェストなら２０

１４開催事業に係る契約、文化会館施設長寿命化事業に係る契約、美術館施設長寿命化事

業に係る契約、万葉文化館展示施設機器改修事業に係る契約について事業期間を確保する

ため、記載の額の債務負担行為補正を計上させていただいております。

９ページ、債務負担行為補正変更でございます。県立大学改修事業に係る契約につきま

しては消費税率の引き上げに対応するため記載の額の増額変更をするものでございます。

続きまして、「平成２５年１２月定例県議会提出条例」の１ページ、議第９３号奈良県

事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例ですが、県から市町村への権限移譲に

関するもので、地方自治法に基づく新たに生じた土地の届け出の受理及び告示に係る事務

の移譲先について、２ページの新旧対照表のとおり、奈良市、平群町、川西町を追加する

ために条例の改正をお願いするものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

○辻本南部東部振興監 「１２月定例県議会提出予算案の概要」の５ページ、中南和・東

部地域の振興の新規事業、世界遺産登録１０周年を契機とした誘客促進事業です。来年７

月に紀伊山地の霊場と参詣道が世界遺産登録１０周年を迎えることから、主に首都圏から

の誘客を図るための事業を行います。４月当初から東京駅のデジタルサイネージに広告を
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掲出いたします。また、関東、東海じゃらんに特集記事を掲載する市町村の協議会に助成

をすることといたします。平成２６年度早々からの事業実施となりますので、今年度中に

契約事務を行うため債務負担行為をお願いするものです。

８ページ、当該事業に係る債務負担行為を計上しております。以上で説明を終わらせて

いただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○久保田観光局長 観光局所管の１２月定例県議会提出予算案についてご説明させていた

だきます。

「１２月定例県議会提出予算案の概要」の２ページ、観光の振興（仮称）大古事記展開

催準備事業でございます。古事記を中心素材とした取り組みを昨年度から行っております。

その集大成として来年度に（仮称）大古事記展の開催を予定しております。その諸準備を

行うもので７００万円の計上をお願いするものでございます。

３ページ、（仮称）外国人観光客交流館整備事業でございます。猿沢荘を外国人観光客

のための施設として活用するため基本構想を策定しようとするものでございます。事業期

間を確保するため８００万円の債務負担行為をお願いするものでございます。７ページの

債務負担行為補正追加にも同内容の記載をしてございます。

次に、７ページ、債務負担行為補正追加の奈良まほろば館管理運営事業に係る契約につ

きまして、奈良まほろば館が入居しております建物の現在の賃貸借契約が本年１２月末で

期間満了となるのに先立ちまして、建物所有者と平成２９年３月３１日まで契約を延伸す

ることにつきまして合意に至りましたので、平成２８年度末までの賃貸借契約を締結する

ために１億４，９３９万７，０００円の債務負担行為をお願いするものでございます。以

上が観光局所管の提出予定議案でございます。よろしくお願いいたします。

○原山警察本部長 警察本部所管の提出議案についてご説明をさせていただきます。

「１２月定例県議会提出予算案の概要」の５ページ、９、安全・安心の確保の警察施設

の整備でございます。これは警察署再編整備に係る宇陀警察署の分庁舎化に伴い、施設の

空きスペース部分を有効活用させていただくため、県警音楽隊の活動拠点として整備しよ

うとするものでございます。切れ目のない資産の有効活用を図るためにも警察署再編整備

終了直後から宇陀警察署３階の一部の防音改修工事を行いたく、平成２６年度の債務負担

行為として４，２７５万８，０００円の増額補正をお願いするものでございます。

次に、１２、組織力の向上と財政の健全化の県有施設長寿命化等整備事業のうち警察本

部に関するものは、郡山警察署で現在使用している仮設給水管を撤去し、埋設配管を布設
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する改修工事の設計委託として５４万円、それと女性警察官のための勤務環境整備といた

しまして、橿原警察署近鉄八木駅前交番ほか３カ所の交番に女性用仮眠室、トイレ、シャ

ワー室等を整備するための設計委託として４４６万２，０００円の計５００万２，０００

円の増額補正を、平成２６年度の債務負担行為としてお願いするものでございます。

続きまして、６ページ、１３、その他の退職手当でございます。警察本部分としまして

は８００万円の増額補正をお願いするものでございます。以上が県警本部所管の提出議案

の概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

○中野委員長 ただいまの付託議案の説明につきまして質疑があればご発言を願いたいと

思います。なお、付託議案以外のその他の事項については、後ほど質疑を行いますので、

ご了承願いたいと思います。

それでは、どうぞ発言願います。

○大国委員 １点だけお尋ねをいたします。先ほど野村地域振興部長からムジークフェス

トなら２０１４の開催事業についての補正予算の説明がございました。けさの朝刊でも各

紙報道されておりますけれども、昨日、荒井知事も出席をされて第５回の実行委員会が開

かれたということでございます。来年は第３回目のムジークフェストということで、非常

に関心を持っている行事でございます。文化芸術を推進する立場からも非常に重要な行事

だろうとも感じておりますが、もう少し詳しくお知らせいただければと思います。

○竹田文化振興課長 ムジークフェストなら２０１４についてでございますけれども、昨

日実行委員会を開催させていただきました。次回のムジークフェストなら２０１４につき

ましては、音楽で奈良を元気にを合い言葉に６月１４日から２９日の１６日間にわたりま

して県内各地で開催を予定をしております。特に県内外へのより一層の浸透を図り、集客

の増加につなげるため、早い時期に公演等の内容を固め、広報を展開したいと考えており

ます。

具体的な内容といたしましては、実行委員会が主催いたします公演といたしまして、今

年度９公演の有料公演を開催させていただいたのですが、それを上回る１１公演の有料公

演を予定しておりまして、これらの公演の中にはハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽

団といった世界的に活躍をされておられるオーケストラ、またミュージカル、ミニオペラ、

県民参加型のコンサートなど、バラエティーに富んだ内容を今考えておるところでござい

ます。また、開幕日、６月１４日でございますが、その日を中心に週末の４日間につきま

しては奈良公園春日野園地に特設ステージを設置いたしまして、オープニングコンサート
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のほか、民族音楽フェスティバルなど、奈良公園の景観を生かしましたイベントを予定し

ているところでございます。また、大変好評いただいております社寺との連携、またはさ

まざまな施設での無料公演のほか、来年度は学校や福祉施設等にも演奏者が赴きまして交

流演奏の実施も予定しているところでございます。さらにまた、協力体制をとれる市町村

との連携による県内各地への展開を目指し、現在調整をしているところでございます。ま

た、現在調整中でございますが、今年度に引き続きましてオクトーバーフェストとか、県

立美術館の展覧会等との連携により音楽だけでない楽しみ方を提供いたしまして、より大

きなにぎわいを創出したいと考えているところでございます。これら事業によりまして昨

年度以上に県内各地のさまざまな会場におきまして多彩な企画で、魅力ある公演を展開し

たいと考えているところでございます。以上でございます。

○大国委員 これまで２回行われてまいりまして、非常に準備期間が短過ぎるなと、演奏

される方々からも、準備期間がなさ過ぎるという声をたびたび聞かせていただいてまいり

ました。こういった意味からも補正予算で今回上げていることについては、本当に重要な

ことだと感じておりますが、やっぱりまだまだ県民の方々もお知りになっていない方もい

らっしゃいます。奈良市中心だけではなく県下一円にということで、ますます広げていか

れるとは思いますけれども、もう少し県民の皆様への底辺を広げていくという意味からも、

いろんなＰＲ方法を考えていただくようお願いしたいと思いますし、また、何よりもネー

ミングがちょっと取っつきにくいというか、知事にも直接聞いたことがございますし、理

解はしておりますけれども、まずはこのムジークフェストならと、ぽんと目に入った場合、

どうイメージされるかということもありますので、子どもさんから高齢者の皆さんまで、

あ、奈良県がやってらっしゃる音楽、芸術を使ってのお祭りだということがわかりやすく

ダイレクトに入るように工夫をお願いしたいと思います。以上でございます。ありがとう

ございます。

○中野委員長 ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ありませんか。

それでは、付託議案につきましては質疑を終わらせていただきたいと思いますが、よろ

しゅうございますか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

続きまして、採決に当たりまして付託議案について、委員の意見を求めたいと思います。
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○井岡委員 付託議案全てに自由民主党は賛成します。

○荻田委員 自由民主党改革としても全員一致、議案に対して賛成でございます。

○森山委員 民主党会派も全議案に対して賛成します。

○山村委員 今回の議案につきましては賛成をいたします。

○大国委員 公明党会派といたしましても全てが必要と認めておりますので、賛成をさせ

ていただきます。

○中野委員長 はい、ご苦労さまでございます。

ほかに意見がないようでございますので、これより付託を受けました各議案について採

決を行います。採決は一括して簡易採決でご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

お諮りをいたします。

議第９２号中当委員会所管分、議第９３号から議第９５号、議第１００号及び議第１１

０号については、原案どおり可決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

ご異議ないものと認めます。

よって、議第９２号中当委員会所管分、議第９３号から議第９５号、議第１００号及び

議第１１０号については、原案どおり可決することに決しました。

次に、報告案件についてであります。報第３０号については、先ほどの説明をもって理

事者より詳細な報告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願います。

それでは、これをもちまして付託議案の審査を終わりたいと思います。

次に、その他の事項に入らせていただきます。

総務部長から奈良県行政経営マネジメントプログラムについてほか１件、知事公室次長

から奈良県地域防災計画の見直しについてほか１件、地域振興部長から奈良県エネルギー

ビジョンの推進についてほか１件、南部東部振興監から紀伊半島大水害復旧・復興の現状

と取り組みの報告を行いたいとの申し出がありましたので、順に報告をお願いしたいと思

います。

○浪越総務部長 ２件ご報告させていただきたいと思います。まず１点目は行政経営マネ

ジメントプログラムの策定についてのご報告でございます。資料１の１、奈良県行政経営

マネジメントプログラムの概要、それから、資料１の２、奈良県行政マネジメントプログ

ラムをあわせてごらんいただければと思います。
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本プログラムは、平成２６年度より３年間で取り組むプログラムとしております。パブ

リックコメントの手続を経まして、１２月２日に策定、公表したものでございます。

プログラムの概要を資料１の１にまとめております。基本方針といたしましては、「地

域の自立を図り、くらしやすい奈良を創る」政策の実現のため、あらゆる経営資源を活用

するとともに、マネジメントの考え方を全面に展開することとしております。

具体的なマネジメントといたしましては、新たな視点として県庁だけで取り組むのでは

なく、市町村や地域におけるＮＰＯやボランティア等、多様な主体と連携・協働していく

ことにより地域力を向上させつつ、施策を展開するエリアマネジメントという考え方を導

入いたしました。また、各種研修等を実施し、人材を育成する人材・組織マネジメントの

ほか、財政健全化に資する地方税財政制度の提案と将来にわたり持続可能な財政運営を目

指す財政マネジメントに取り組むこととしております。さらに庁舎、学校等の建物資産や

土地を総合的に企画、管理、活用するファシリティマネジメントに加えまして、道路橋り

ょう等のインフラ資産の適正な維持管理や長寿命化等を図るアセットマネジメントも積極

的に取り組むことにしております。これらのマネジメントの全面的な展開に加えまして、

公表、対話を文化とした行政経営、業務の改善、ワークライフバランスの推進、内部統制

に取り組むということにしております。

具体の取り組みといたしましては、資料１の２に９５項目を掲げております。新たな取

り組み項目につきましても随時検討して追加するなど、改定をしていきたいと思っており

ます。簡単ではございますが、マネジメントプログラムについての説明とさせていただき

ます。

続きまして、奈良県産業廃棄物条例の検討状況についてご説明を申し上げたいと思いま

す。資料２の１、奈良県産業廃棄物条例の検討状況、資料２の２、奈良県産業廃棄物の見

直しについて及び資料２の３、産業廃棄物税についての答申でございます。

まず、奈良県産業廃棄物条例の経緯等でございます。この条例は、産業廃棄物の排出抑

制、再生利用、減量その他適正な処理に関する施策に要する費用に充てるため、法定外目

的税として平成１６年４月１日から施行をしております。今年度は２度目の見直しを行う

ものでございます。今回の見直しにおきましては、今年３月に発足しました奈良県税制調

査会でご議論いただき、資料２の３にございます答申を１１月１４日にいただきました。

この答申については後ほどご説明を申し上げます。

資料２の２、奈良県産業廃棄物税の見直しについて、産業廃棄物量等の推移からご説明
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申し上げます。１、産業廃棄物税税収と事業費等の推移でございますが、税収はやや減少

しているのに対しまして、使途事業費は上昇しているといった状況でございます。２、産

業廃棄物の排出量は、この産業廃棄物税の導入直後の平成１７年度に比べまして減少して

いるところでございます。３、再生利用率は平成１７年度から横ばい状態でございまして、

全国水準まで引き上げる必要があろうと考えております。４、最終処分量は減少をしてお

ります。５、最終処分量率でございますが、全国平均よりも高く、全国水準まで減少させ

る必要があると考えております。６、不法投棄等の推移は減少はしておりますけれども、

後を絶たないのが現状であろうかと思っております。

次に、税の使途事業についてでございます。使途事業といたしましては、①排出抑制・

減量化の推進、②再生利用の推進、③適正処理の推進を大きな柱で進めてまいりました。

①排出抑制・減量化の推進では、排出事業者の研究開発や設備導入への支援、技術相談、

技術支援を実施しております。②再生利用の推進では、奈良県リサイクル認定製品の普及

や県立研究試験場におけます研究開発を実施しております。③適正管理の推進では、各種

パトロールの実施や市町村に対する支援に加えまして、不法投棄撲滅に向けた啓発活動を

実施しております。

このような状況を踏まえまして、奈良県税制調査会でご議論いただいた結果、資料２の

３の答申をいただいたところでございます。答申の内容につきまして簡単にご説明を申し

上げます。これまでの産業廃棄物税の評価としては一定の成果が得られていると認められ

るが、なお一層の産業廃棄物の排出抑制、特に再生利用を図るため産業廃棄物税及び使途

事業は引き続き継続することが適当との答申をいただいているところでございます。

また、課税方式や税率につきましては産業廃棄物の排出抑制の観点から現在も一定の効

果があること、他府県との均衡に配慮が必要であること、現時点でもなお過去の税収から

成る基金積立金の残余があること等を考慮すると、現行のままで据え置くことが適当であ

るとの内容でございます。

使途事業につきましてはその事業費が今後５年間で税収総額と基金積立金を上回ること

がないように事業の抑制効果を定量的に把握し、効果的な使途事業に重点化すべきとの内

容で答申をいただきました。現在この答申を踏まえまして、平成２６年２月定例会におい

て必要な条例改正を上程していきたいと考えております。奈良県産業廃棄物税条例の検討

状況についてのご報告をさせていただきました。以上でございます。

○松山知事公室次長 奈良県地域防災計画の見直しと防災対策基本条例についてご説明申
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し上げます。資料としましては、資料３の１、地域防災計画の見直しの概要、資料３の２、

奈良県地域防災計画の見直しについて、さらに平成２６年２月定例会でご審議いただく予

定の資料４、奈良県防災対策基本条例（案）の概要を配付させていただいています。

まず、防災計画の見直しについてご説明申し上げます。資料３の１、１ページ、工程表

についてです。２年前の紀伊半島大水害及び東日本大震災等の経験と教訓を踏まえ、防災

計画の見直しを平成２４年度と２５年度の２年間をかけて行ってまいりました。さきの９

月の当委員会でも見直しの状況についてご説明申し上げましたが、その後１１月には県市

町村長サミットでも説明したところです。今後パブリックコメント等を経て県防災会議で

最終の取りまとめを行いたいと考えています。また、防災条例案については、平成２６年

２月定例会に提出し、ご審議いただきたいと考えております。

２ページ、防災計画見直しのポイントをまとめました。見直しの方針等と見直しの観点

については、記載のとおり、人命を守る、そのために紀伊半島大水害の経験、教訓を踏ま

え、また、災害対策基本法の改正等、国の動きに連動した見直しを行うものです。

個別の内容について説明します。主な見直し内容として、１、住民避難については、避

難所、避難ルートの整備確保や避難勧告等に関する具体的発令基準の作成など、実際的な

取り組みができるよう見直しを行いました。

３ページ、２、迅速な応急復旧については、初期対応、情報提供、早期の道路啓開につ

いて、内容を充実させ、また、公共施設等の災害予防対策として行政が行うハード面での

整備等や、災害廃棄物の広域的な処理体制の整備・充実について記載しました。

４ページ、３、防災関係主体の役割分担と責任の明確化として、学校における防災教育

や過去の災害教訓を伝承することの必要性等について記載しております。

５ページ、４、災害初動体制の確立については、県の災害対策本部体制や市町村への職

員派遣等、組織体制などについて記載しています。次に、５、情報伝達手段の確保につい

ては、大和路情報ハイウェイのバックアップ体制の整備や災害時の事業者の取り組みに関

する項目を新設しました。特に孤立集落対策として、衛星携帯電話の確保や避難所におけ

る非常用発電機の整備などの充実を図りました。６、緊急物資の供給体制の確保について

は、ヘリコプターによる搬送や倉庫協会など、民間事業者のノウハウの活用等について記

載しました。７、支援・受援体制の整備では、県外での大規模災害発生時に本県において

災害支援本部を設置することや、本県が被災した場合の応援を受ける受援体制、医療・救

護体制の整備について記載しました。
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次の８、９の項目については、本年２月に公表しました中間報告の後、新たに追加した

項目となります。８､南海トラフ巨大地震等広域災害への対応につきましては、被害が想

定される近隣府県への支援を行うためヘリポート等を併設した陸上自衛隊の駐屯地の五條

市への誘致活動進めるとともに、それにあわせて県広域防災拠点の整備を図ること、その

ほか記載の項目について取り組んでいくこととしています。９､原子力災害対策について

は、情報収集、連絡体制の整備に加え、原発立地県からの、具体的には福井県ですが、被

災者の受け入れ体制の整備を市町村とも連携して図っていきたいと考えております。以上

が防災計画の見直しの概要です。

続きまして資料４、平成２６年２月定例会でご審議をお願いしようとしている奈良県防

災対策基本条例案の概要について、現時点での検討状況について報告させていただきます。

まず、条例制定の背景ですが、紀伊半島大水害の被災経験から学んだ教訓を風化させな

いため、また、台風や土砂災害、近い将来発生が懸念されている南海トラフ巨大地震など

に対応するために、この条例を策定しようとするものです。

条例の必要性については、行政の対応だけでは限界があり、災害から命を守るためには

自助や共助の取り組みも非常に重要であることから､自助、共助及び公助の役割を明確に

して、おのおのがそれぞれの立場で災害に備えることが必要だと考えております。

２ページ、条例の特徴についてであります。県民自主防災組織、行政が互いに連携しな

がら協力して防災対策を進めるとともに、過去の災害を忘れず、その教訓を生かし、防災

意識を高めるため防災の日等を制定したいと考えております。防災の日等については、過

去に本県において多大な人的被害が発生した日をもとに、災害の種別ごとに定めたいと考

えております。地震については文献によって異なるのですが、本県で約２８０人から５２

０人もの死者が発生したと言われている江戸時代末期、１８５４年の伊賀上野地震が発生

した７月９日を、水害については昭和５７年の大和川大水害で死者が発生した８月１日か

ら３日を、土砂災害については一昨年の紀伊半島大水害で死者が発生した９月３日、４日

をそれぞれの災害に係る防災の日にしたいと考えております。

３ページ、条例の構成については前文から第５章まで記載のとおりです。以上、防災計

画の見直しと防災対策基本条例案についてご説明申し上げました。よろしくお願いします。

○野村地域振興部長 エネルギー政策に関しまして２件ご報告させていただきます。

まず、資料５、奈良県エネルギービジョンの推進で推進と進捗状況の概要についてご説

明させていただきます。このエネルギービジョンにつきましては昨年末に策定したもので
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ございます。

２ページ、エネルギービジョンの基本方針と導入目標でございますが、本ビジョンの目

標で、計画期間は平成２５年から平成２７年までの３年間で、供給面の目標を立てており

ます。平成２７年度の再生可能エネルギーの利用量を平成２２年度比の２．７倍を目指す

ということと、需要面からでは平成２２年度の電力使用量から５％削減した状態を平成２

７年度まで維持すると、需要供給両面から目標を立てております。

このうち再生可能エネルギーの導入目標の実績ということで、平成２２年度末の時点に

おける太陽光発電、小水力発電、木質バイオマス発電、風力発電、地熱発電の設備容量の

合計が５万７，０００余キロワットとなってございます。平成２７年度の目標をそれぞれ

分野別に立てているところでございます。２．７倍となるように目標を立てておりますが、

平成２５年９月末時点で、１２万３，０００余キロワットということで、２．１倍になっ

ております。５年間のうちの２年９カ月、ちょうど半分の期間がたったところで大体３分

の２のところまで進捗している状況でございます。順調に進捗をしているかと思いますが、

今後推移を見守る必要があると思っております。

３ページ、エネルギービジョンの柱立てですが、まず一番最初に、１、多様な再生可能

エネルギーの普及拡大と、２、省エネ・節電スタイル、需要側の話、３、緊急時のエネル

ギー対策、この柱に沿って立てております。

進捗状況ですが、まず再生可能エネルギーの普及といたしまして、大きな柱であります

太陽光発電の普及拡大でございます。３ページ、事業概要の②民間事業者間の土地や屋根

の貸し付け等がうまく進むようにということで、県でマッチング支援をさせていただいて

おります。９月から募集を開始しまして、まだ少ないのですが、業者の登録が７件ござい

ます。

４ページ、２、家庭用太陽光発電の設備補助事業でございます。１件当たり８万円の補

助で、１，５００件でございまして、上期下期で現在１，４５８件の応募が来ており、追

加募集をかけているところでございます。

３、公共施設への導入促進ということで、環境省の再生可能エネルギー導入推進基金、

グリーンニューディール基金と呼ばれておりますが、これに関しまして政府要望を実施し

ております。

６ページ、（２）小水力発電の普及拡大でございます。１、地域振興に役立つ小水力発

電導入支援事業で募集をかけまして６件交付決定をさせていただきました。
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３、水道施設を活用した発電施設で、御所浄水場に小水力発電設備を設置するための実

施設計を国の国庫補助を活用していたしまして実施しているところでございます。

７ページが６件の交付決定を行った導入可能性調査事業の補助対象でございます。所在

地や協議会名、その内容を書かせていただいておりますが、奈良県の地域特性を生かした

形になっていまして、東部、南部の地域が中心になっていると思います。また奈良市もご

ざいますが、これも獣害対策の電気柵の点検でございまして、小水力発電の支援が東部南

部振興にかかわる部分があると考えております。

９ページ、（３）バイオマスの利活用で木質バイオマスの実証実験事業として２，８０

０万円余、ペレット製造時のコストの低減の検討行っておりまして、そのデモンストレー

ションを９月、１０月に御杖村と吉野町で実施しているところでございます。

１１ページ、（５）エネルギーを高度利活用するということにつきましては、１、大淀

町の福神地区におけます再生可能エネルギー高度利活用推進モデル事業で、進捗といたし

ましては、災害時の電気自動車の活用等について検討を重ねているところでございます。

２、コージェネ、燃料電池、蓄電池関係でございますが、これは先ほどご説明させていた

だきました１２月補正予算で総務省委託事業を実施しているとこでございます。３、電気

自動車、プラグインハイブリッド等の導入の促進ということで、後ほどご説明させていた

だきますが、充電器設置のためのビジョンの整備計画の承認をいただいたところでござい

ます。

１２ページ、需要面での抑制ということで、奈良の省エネ・節電スタイルの推進でござ

います。１、奈良の節電スタイルの推進事業で、奈良の節電スタイルを提案し、節電協議

会で今年度の行動計画策定し、冬季の節電キャンペーンを実施することを決定いたしてお

ります。

１３ページ、２、奈良県の製造業者向けの省エネ・節電対策補助金といたしまして３，

０００万円余でございます。１次募集で６件交付決定いたしましたが、追加募集で２件応

募があったところでございます。３、県をはじめとする市町村における率先運動といたし

まして、奈良の節電スタイルとまほろばエコスタイルを市町村へ周知を重ねているところ

でございます。

緊急時のエネルギー対策の推進でございますが、避難所機能緊急強化補助事業といたし

まして、避難所に対する整備補助、１１市町村に交付決定、あるいは福祉避難所にも１市

町村に交付決定を行っております。
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１４ページ、４、警察本部で交通安全施設等整備事業、これは平成２４年の補正予算を

活用しておりますが、信号機電源付加装置の整備を行っております。

５、ＬＰガス発電、ガス発電導入モデル事業で、県立十津川高校へモデル事業として、

国からの補助を生かしまして整備するということで、平成２６年１月に工事完了予定とな

っています。

１６ページ、政府要望の内容でございます。地域の自立・分散型エネルギーシステムの

構築ということで、総務省、環境省、経済産業省へ先般も要望に行ってまいりました。特

に①分散型エネルギーのインフラプロジェクトの採択で、これは総務省関係、②ニューデ

ィール基金で環境省に対して、両方とも知事からご要望いただいたところでございます。

これにつきましては１８ページありますように、知事にも総務省、環境省に出向いていた

だいております。その際には国会議員、あと県議会議員、また市町村長もご一緒していた

だきました。資料５につきましては以上でございます。

続きまして、資料６、奈良県次世代自動車充電インフラ整備計画でございまして、これ

は電気自動車が普及するのに必要な充電設備につきまして経済産業省の補助制度を活用い

たしまして、県内の充電設備の整備を促進するということで、計画を策定するものでござ

います。この計画にのりますと、従来補助率が２分の１であるものが３分の２に上乗せさ

れるということでございます。

次に、１（１）整備の基本的な考え方でございますが、国が示したモデルプランに基づ

きます交通量、人口、面積などの基準を用いまして、路線ごと、市町村ごとに設置箇所数

を算定いたしまして、①移動経路におきます充電、あるいは②目的地における充電という

形でのそれぞれの市町村ごとに地域の実情踏まえて設置箇所数を出しております。この箇

所数合計いたしますと、４００カ所以上となっております。この夏の時点での県内におけ

る充電器の数でございますが、急速充電器が７基、普通充電器が４６基、合わせて５３基

という状況でございまして、補助制度も活用しながら整備を促進してまいりたいと考えて

おります。

対象となる充電設備につきましては、公共性を有するということで、例えば案内板を設

置することとか、公道に面したところで誰でも出入りできること、利用者を限定しないこ

とといったような要件がございます。

２は、先ほど申し上げました補助でございまして、この整備計画に基づくものであるな

らば、３分の２の補助率で、補助は受けられるということでございます。ただ数字は入っ
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ておりますが、個別の具体的な設置箇所を決して限定するものではございません。

３、その他で、国の３分の２の補助制度の残りの自己負担分３分の１につきましても、

先月ですが、自動車メーカー４社で、支援をするという枠組みが発表されておりますので、

このようなものを活用しながら電気自動車の導入促進に必要な充電器の県内での整備を図

ってまいりたいと考えております。以上でございます。よろしくお願いいたします。

○辻本南部東部振興監 それでは、資料７、紀伊半島大水害の復旧・復興の現状と取り組

みについて、説明をさせていただきます。

まず、４ページ、避難者の状況でございます。資料では１１月１５日現在の避難者数を

掲載しておりますけれども、最新の１２月６日現在の状況を申し上げますと、さらに５世

帯５名減少しております。避難者数が３市町村合計で７９世帯１７１名となっております。

市村別には５ページの表で、１２月６日現在では、五條市は３９世帯の６８人になってお

りますけれども、これが３４世帯の６３人となっております。野迫川村、十津川村は資料

からの変更はございません。

次に、今後の帰宅等が可能となるめどについてでございます。来年８月末には避難され

ている全ての方々にご帰宅いただくことが可能となる見込みでございます。この８月末と

なっております１１世帯２１名につきましては大塔町辻堂地区の方々でございます。前回

報告時には３月末に帰宅予定欄に含まれておりましたけれども、９月の台風１８号の影響

によりまして同地区の堰堤工事完成が３月末から８月末に延びたことから、帰宅可能とな

る時期も８月末となっております。なお、この表中の１１月末に、帰宅等が可能となって

いる五條市の６世帯７人のうち５世帯につきましては既に帰宅済みでございます。残り１

世帯につきましても間もなく帰宅される予定になっております。

続きまして、７ページからは避難指示や避難勧告が継続している主な地区の状況を記載

しております。先ほど申し上げました辻堂地区の状況を記載しているところでございます。

続きまして、１１ページの写真でございますけれども、十津川村での復興住宅の建設が

進められている様子でございます。１２月には猿飼地区の３戸がまず完成し、以降３月末

までに計１３戸の復興住宅が完成する予定でございます。避難者の早期帰宅に向けまして、

また村と協力しながら進めてまいりたいと考えております。

１３ページ以降はインフラ等の復旧状況でございます。大規模崩壊への対策工事につき

まして県工事分は平成２６年度までに、国の工事分につきましては平成２８年度までに完

了する予定でございます。
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続きまして、１５ページの写真は９月の台風１８号による被害の状況でございます、黒

滝村赤滝と十津川村宇宮原の状況でございます。

続きまして、１９ページからは河川、砂防、道路などの復旧工事の進捗状況を記載して

おります。いずれも今年度末にはほぼ完了する見込みとなっておりまして、おおむね順調

に進捗しております。また、農林業関係につきましても復旧工事、おおむね順調に進捗し

ております。

３０ページ以降は産業や観光の復興の状況を記載しております。

３２ページは観光関係でございますけれども、南部東部地域への宿泊客数の状況をグラ

フで示しております。平成２５年の状況でございますけれども、いずれの月も前年を上回

る宿泊客数で推移しております。

３３、３４ページにつきましては観光関係の取り組みの進捗状況をそれぞれ記載してお

ります。

続きまして、４２ページは先月２３、２４日の２日間、川上村で開催いたしましたなん

ゆう祭について記載しております。天候に恵まれたこともありまして、延べ４，９５０名

の方々に来場いただくことができました。

次の４３ページは海づくり大会、それから、４４ページはふるさと復興協力隊の状況に

ついて記載しているところでございます。以上でございます。

○中野委員長 はい、ご苦労さまでした。

それでは、ただいまの報告とその他の事項も含めまして質疑があればご発言を願いたい

と思います。

○荻田委員 よろしくお願いいたします。それでは、財政課長にまずお聞きしたいと思い

ます。本県にとっても財政力厳しき折でございますけれども、来年度の予算編成に向けて

今どういう取り組みをなさっておられるのか、お聞きしたいと思います。

それから、もう１点、特に知事は企業誘致、企業立地に力を入れていかなくてはならな

い、そういう中で先般法隆寺インターチェンジ並びにスマートインターチェンジ、こうい

ったことも併設をしながら昭和工業団地を中心とする企業誘致をやりたい、また郡山ジャ

ンクションの付近でも、去年でしたか、工業地域に、都市計画法の一部変更することを県

として進められたのですが、農家の方々がなかなか農地を手放すことができないというこ

とで、うまくいかない、頓挫したという状況でございます。そのときの質問でも申し上げ

ておるのですが、例えばそういった地域を特区にでもする。しかし一つ言えるのは、農家
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の方々は一旦その都市計画法が調整区域から工業地域に編入をされると同時に固定資産税

が一気に上がると。しかしながら工業地域は実際にその企業が操業を始めてから初めて利

益をいただくことができる状況になります。その間の固定資産税を県で補填をするか、そ

ういった措置を講じることができれば、ひょっとすれば農業者にとっても農地を持ってお

いでになる関係者においても、そういった特段の措置を講じることによって、この区域の

編入をしてから後、操業までの間の減免を考えていくことがどうかと思っておるわけでご

ざいますが、この辺はそういった事務的な作業を進めていこうという考えがあるのかない

のか、お聞かせください。

それから、先般、同僚議員でございます粒谷友示議員から、生駒市に関しての質問がご

ざいました。一つはもともと旧生駒保健センターであった県の庁舎、これを県として売却

をしようということで、４年越しだそうでございますけれども、売却をされました。しか

しその場所は商業地域の中にあって、そういった施設を好んで求められたのでしょう。し

かしながら、その、東側一帯は地区計画という、本当に高級な住宅でございまして、自分

たちの町は自分たちで守っていこうという高度な意識で、住民の合意形成によって地区計

画はなされて、良好な環境の整ったまちづくりをしていこうと、地域を自分たちでつくり

上げた町でもございます。それと隣接する保健センターの跡地をお買いになった企業家は

葬祭場を設置するそうでございます。

きょうの奈良新聞社の記事を見てみますと、生駒市はことし７月、事業者に対して建築

確認済証を交付したとなっています。しかしそのときには、この解釈では商業地域のため

葬祭場の開業を規制することは難しい、仕方がないということで一旦、山下市長は、生駒

市としては建築確認済証を出さなくてはならないということだったのでしょう。しかしな

がら生駒市の住民であります東生駒の自治会の方々は、余りにも唐突で、なおかつ葬祭場、

いずれ私たちもご厄介になる施設ではございますけれども、商業地域に、特に近鉄東生駒

駅前、あるいは連綿とした会社、ビルなどもございますその横に、配置されるという結果

になりました。

この企業をどうだこうだという話は一切していないのです。県として保健センターを売

却をされた中で、こういった葬祭場を営業されることについて、住民の皆様方の思い、困

惑をされている、大変だなという思いとともに、地区計画までつくって、私たちの町は立

派な町にしていこう、閑静な高級住宅街としての整えをしていこうというやさきに、片や

こういったことで、県が売却をした。この場所にこういった施設が来るということについ
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て、総務部長、立場が入れかわったらどのようにお考えになるだろうか。知事としてもど

うお考えになられるのだろうかと思うのですが、生駒市のとられた立場は、こういったこ

とについて市長勧告まで盛ると、地元説明会や住民の皆さんの合意形成を図りなさいとい

うことを、要綱の中でおつくりをいただきました。これは今月１１日付です。こういうこ

と踏まえて、県としては売ったから、用途地域としては問題ない、何をやっていただいて

もいいということになるのかどうか、お聞かせをください。

それから、もう１点、平成２６年４月に３７市町村が一つになって奈良県広域消防とし

て設立される運びとなりました。このことにつきましては関係各位に本当にこれまで準備

段階からご苦労をかけてまいりましたこと、本当に敬意を表するわけでございますし、と

りわけ３７市町村が一つになって奈良県の消防力、そして防災、防犯意識も踏まえて意識

改革をしていこうというあらわれだろうと思います。そんな中にあって、奈良県消防学校

は今宇陀市にございます。市役所の近くにあるかと思いますが、非常に老朽化している。

昭和４０年代に建築をされたと聞いております。兵庫県やいろいろなところの消防学校の

視察をしたり、安全・安心のまちづくりや、あるいは自主防災という関係の団体と一緒に

視察をすることがありました。そんな中において今現在この消防学校、どれだけの人員が

入校され卒業されているのか、そして、県外の施設と奈良県の消防学校の施設を比較して

今どのようになっているのか、まずお聞かせください。

○西川財政課長 来年度予算に向けての取り組み、とりわけ財源の確保という観点での質

問だったと思いますが、予算において、特に財源の面で申し上げますと、まず自主財源の

一番かなめとなりますのが税でございます。この税につきましては従来から税務課等を中

心に積極的な徴収対策等、あるいは税務滞納対策等によりまして取り組んでいるところで

ございますが、一部景気が回復傾向にありまして、法人税収等、若干の回復が見られるよ

うな状況もございますが、依然として税全般につきましては予断を許さない状況であろう

かと思っております。当初予算におきましては、その税収を的確に見込みますとともに、

それを今後の税源涵養に資するような取り組みについても積極的に予算で対応したいと考

えております。

もう一つ、県でありましたら国からの地方交付税が歳入の一番大きい部分を占めており

ますが、これにつきましては今まさに国で地財折衝されているところでございます。国の

予算の確定とともに、来年度の地方交付税、地方財政対策が決められますので、その状況

を注視して、これにつきましても的確に来年度予算にその見通しを反映するとともに、そ
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れらを踏まえまして歳出面におきましては、必要なところにはしっかりと予算措置をする

一方で、節約すべきとこは当然節約してめり張りのついた予算を編成したいと考えており

ます。加えまして、従来から県では国庫支出金、国のお金をできるだけ活用するというこ

とで予算編成をしております。国では今、平成２５年度の補正予算編成をされております

が、通常国の補正予算は、地方への財源措置が手厚うございますので、これをできるだけ

活用して県でも補正予算と当初予算を一体のものとして編成して、できる限り財源を確保

しつつ必要なところに必要な予算をつけるということで予算を組みたいと考えているとこ

ろでございます。以上でございます。

○中野委員長 農地の市街化の部分がありました。それはどなた答えますか。

○浪越総務部長 所管の部ではございませんので、どうするのかについては答えられない

と思うのですが、企業誘致の推進は必要でありますので、市町村が自主的にいろんな取り

組みをされるという形で、今進めております。県でもその部分で優遇策という形で進めて

おります。所管が違いますので、それについてコメントはひかえさせていただきます。

○中野委員長 わかりました。結構です。

（「よろしい、税を財政課が持っているのだったら、当然知らんじゃ済まん。」と

呼ぶ者あり。）

○中野委員長 それを整理、後ほどしてください。それで県有地の売却について。管財課。

（「いやいや、総務部長が答えて。」と呼ぶ者あり）

○中野委員長 売却の件についても、浪越総務部長、お願いします。

○浪越総務部長 まず、県有地を売却するに当たりまして意識をしておりますのが、平等

の原則によりまして、行政によるその裁量権の濫用にならないという視点が重要かと思っ

ております。都市計画法に用途地域が定められておりまして、それぞれの地域によって建

物の用途が制限されているわけですが、その用途地域で建設できる用途をさらに制限する

のは平等の原則という形で慎重に取り扱わなければいけないと思っております。県が売却

するに当たりまして、用途の制限は売買契約の中でうたっておりまして、風俗営業等の規

制及び業務の適正化に関する法律、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律、無差

別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律、これに規定する用途に供することを知

りながら所有権を移転し貸与してはならないという契約でもって、売却先に契約解除を求

めるということが考えられますけれども、この規定だけをもってその契約解除というのは、

今回の場合なかなかできないと思っております。
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当該案件が、先ほど荻田委員もおっしゃられましたけれど、売却先が７月に生駒市に対

しまして都市計画法に基づく用途変更申請をされました。これは事務所という用途を集会

所に変更することによって、葬儀場という形の使い方ができますが、それについて生駒市

が認められた話になっております。県としてこの行政処分の決定、異議、取り消しはなか

なか求めることはできないと思います。先ほど申し上げましたが、葬儀場は建築基準法に

おいては、集会所の一種に扱われておりますので、申請をされてそれが認められたという

ことでございます。先ほど申し上げました平等の原則だとか、裁量権の濫用といったこと

を考えますと、この葬儀場の建設について県が行政目的を持った形で制限を加える形また

は行政処分の指導を行うことは困難と思っております。

しかしながら今後民間に売却をする場合、いろんなことを考えていきたいと、本会議で

も答弁をさせていただきました。例えば今考えられるのは転売の制限をする、期間制限を

するような方法もあるのかとは思っておりますが、それも未来永劫転売することはだめだ

ということはなかなか難しいであろうと思います。一時的な効果になろうかと思うのが一

つと、地元に対して情報を提供して、ご意見をいただいたものについて、例えば入札の仕

様書のところに何らかの意見を加えるようなペーパーを入れて入札をすることも考えられ

るのではないかと思っております。行政目的というところで、そういった制限の世界は必

要なのかと思っておるところでございます。以上でございます。

○村戸消防救急課長 消防学校の現状につきましてお答えします。消防学校は消防組織法

に基づきまして、消防職員、消防団員の教育訓練を行うために県が設置しなければならな

い施設とされております。その中におきまして消防職員の初任教育、その年に入りました

消防職員の訓練をする課程がございます。それが一番大きな課程でございまして、ことし

であれば７０名、消防職員が入校されて卒業されております。また、施設につきましては

昭和４８年設置以来４０年近くたっておりまして、委員お述べのとおり、老朽化がかなり

進んでおります。また、当時と比べまして、消防活動の複雑多様化するそういったニーズ

に合うような訓練がその施設においてできない状況もございまして、例えば模擬火災訓練

と、水難救助訓練につきましては三重県の消防学校の施設をお借りしまして実施している

状況です。また、施設の規模につきましては、例えば敷地面積でございましたら、全国平

均と比べまして約４分の１程度の敷地面積といった、全国と比べますと狭いその敷地の中

で学校の訓練等を行っている現状でございます。以上でございます。

○荻田委員 まず、用途地域についての話をしました。企業立地といったところは所管が
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違うということでございましたけれども、税収の歳入についてということから話をしてい

るのです。県として企業立地をするという気持ちは税収、歳入を増大させていくという大

きな狙いがあるわけですから、当然県の中で、あるいはまたその地域を特定する市町村に

ついても、市町村長と協議をしていただかないといけないけれども、税収を得るためには

県として企業立地をする場合にはこういった形で減免をして、調整区域から工業地域に編

入できないかというところをまず総務部できちっと組み立てをすることが財源構成の中で

一番正しい道ではないかと思っているのです。知事がいくら企業立地をする、誘致をした

いと言っても、持っておいでになる土地所有者は、それではぐあいが悪いということでは

何も前を向いて進まないという現実から、用地確保のためにはそういった措置も県として

タクトを振る責任が大いにあるのではないかと思っています。この辺については、どちら

にしてもまた来年２月県議会で知事に対して質問をしていきたいと思っています。

それから、旧生駒保健センターの件です。例えば総務部長やここにおいでになる皆さん

が、その地区計画の中で住居を構えられていたら、皆さんはどのような行動をとられるの

だろうかと。３，０００数名に及ぶ、反対署名が生駒市に出されています。皆さんだった

ら出しませんか。それを代表して総務部長、答えください。県は最終は、売ったから後は

どうでもいいという結果論です。これからはこんなことがあってはいけないからいろいろ

な条件を付すことを考えていこうではないかという、答弁でした。今現実はどうなのか、

この地域住民の方々は心配をなさっておられる。県は売った責任者として道義的な責任は

どうなのかをもう一回答えてください。

それから、宇陀市にある消防学校、もう４０年たっているようです。そして規模も敷地

面積が全国的に見て４分の１ぐらいしかないということ。今、広域消防の軸となるところ

が、橿原市だと聞いています。そういう中で、ぜひこの老朽化した消防学校を旧高田東高

等学校の場所に移転をしたらどうかと思うのです。いろいろな手続がいろいろな形である

でしょうし、この場所よりももっといい場所がもあるかもわからない。広域消防、そして

消火活動、そして科学的な要素を含んだ高度な消防、消火活動、こういった庁舎的な整備

を一段と早く、今の場所を移転して迅速に進めていかなくてはならないと思います。３７

市町村が一つになって広域消防をやっていく中で、ぜひ新しい場所で、そしてみんなそこ

で研さんを積んで訓練を重ねて、迅速な対応ができる消火力、消防力をつくり上げてもら

いたいと思うのです。

そこで林危機管理監、今申し上げた点について現在の状況と、これからどういう方向を
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向いていくのがいいのだろうというところがあれば答弁をいただきたいと思います。

○浪越総務部長 今回の旧生駒保健センターの売却につきましては、答弁のときにも申し

上げたのですけれども、行政で使うかどうかを、まず考え、県は行政目的で使うことがな

い。生駒市ではどうなのか、それもない。そうであれば資産の有効活用の観点から民間で

活用していただこうということで、民間への売却という形になりました。当然先ほど申し

上げましたように、平等の原則という立場からでいきますと、県が権利の濫用という形で、

例えばパン屋さんはオーケーだけれども、葬儀屋さんはだめだいう制限をどのように説明

できるのかが重要になってまいります。そういった形が権利の乱用ということになるので

はないかと思います。道義的という点は人の道というお話かと思いますけれども、法のも

との平等という原則の中で行政機関としてどのような形をすれば一番いいのかということ

になろうかと思います。今の民間での活用を促進して地域で役立ててもらうという立場で

いいますと、司法上の契約関係になるのかと思いますので、そういったこと考えますと単

純に用途制限できると言い切ることは難しいかと思っております。以上です。

○林奈良県理事兼危機管理監 消防学校の件ですけれども、委員からもいろいろとお話を

いただきましたし、また先ほど担当課長からも申し上げさせていただきましたが、消防学

校の建てかえ整備につきましては移転も含めて事務的に内部検討を行ってまいりたいとこ

ろであります。どういう時期に、そしてまたどういう立地場所、そしてまたそのときの交

通アクセスはどうするのか、あるいは新しく建てかえた場合に有する機能の中身はどうし

ていくのか、そういったことなどにつきまして全体的な視点から、より本格的な検討に入

っていく段階に来ているのではないかと、認識はしております。

そうした中で場所のことをお触れになりましたが、新広域消防との関係などから、例え

ば高田東高校といった県有地がどうかということも検討の対象には当然なるのではないか

と思いますが、ほかには、先ほど兵庫県の話しをされましたが、兵庫県も含めて幾つかの

他県の事例を見ますと、広域防災拠点に併設しているといったケースも見られます。そん

なことなども含めて場所についてもしっかりと検討していく必要があるのではないかと思

っております。さらに現在の消防活動に求められるより高度なレベルの技能が習得できる

ような施設整備も必要になってきているのではないかと思っております。そんなことも含

めて検討を深めて、その熟度を高めていきたいと思っております。

○荻田委員 生駒市には集会所施設として届け出をされたと。集会所イコール葬祭場、こ

れが都市計画法上そうなっているのかどうか、わかりませんが、どちらにしても県が売っ
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た責任という名において、一度は住民の方々の意見をまず聞くと。そして事業者とも対応

をしていただくことが一番肝要ではないのかなと。そのことによって県として公権力をも

って変更してもらいたいということでなくて、売った責任者として住民の皆さんの生の声

も聞いていただいた上で、県が事業者に対してお話を聞いていただくということではと思

うのですが、その辺はどうお思いになるのでしょう。

それから、宇陀市にある消防学校の件については、広域消防が新しく平成２６年４月に

スタートするものですから、当然こういったことについては一番の懸案事項になってくる

かと思います。そういった中で組織力、消防力という観点から、迅速な施設設備が必要不

可欠ではないかと思いますので、ぜひ前向きに検討していただけたらありがたいと思いま

す。

それから、もう１点だけ。警察本部長を中心に警察としては年末年始の雑踏警備など大

変な状況でご苦労かけます。奈良市内でも、子どもが親を殺すという事案も出てきており

ますし、犯罪抑止のために日夜頑張っていただいていること、敬意を表するわけでござい

ますが、より一層引き締めて年末年始の雑踏警備を含めて、安全・安心で暮らしていける、

まちづくりのためにご努力をいただきますよう心からお願いを申し上げておきたいと思い

ます。以上でございます。

○浪越総務部長 きょうの新聞に要綱を生駒市でつくられたというお話がございます。そ

れについては新聞報道でしか知っておりませんので、生駒市とまず話し合いをしてみよう

かとは思います。生駒市に現状についてヒアリングをさせていただいてと思っております。

以上であります。

○荻田委員 新聞資料でお話をさせていただいています。この葬祭場事業計画を反対をす

るという３，０７２筆の反対署名が市長宛てに出されているということでございます。そ

ういう中で県も生駒市の事情を聞きながらも、一番、困っておいでになるのは、その住民

の方々でございますし、ましてや今、市立病院が、徳洲会病院を指定管理者制度として受

けるということでもありますから、こういった中で環境ということも考えながら県は市と

迅速な対応をお願いしておきたいと思います。以上で終わります。

○山村委員 それでは、３点伺いたいと思います。

まず最初に、警察の概要について警察本部にお伺いいたします。実は市民の方から相談

がございました。ぜひとも県警察に自分の思いを伝えてほしいということですので、お話

ししたいと思います。
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１０月７日の夜１１時過ぎに４人の警察官がパトカーでご自宅を訪問されました。そし

て子どもの安全確認をさせてもらうということで、長男の身体検査をして、次女を外に連

れ出して事情聴取をされたということです。そのときは児童虐待ではないかという１１０

番通報を受けて交番から出向かれたということを聞いておられます。しかしまたその直後、

１０月２２日に今度は深夜２時過ぎに４人の警察官がパトカーで訪問されて、風呂場まで

上がられて入浴中の長男を確認されたということでありました。当事者のおうちには受験

生が２人おられまして、いつも深夜まで勉強をされていると。母親が厳しく注意すること

も多くあって誤解を受けるということもあるのではないかとご本人が認めておられます。

しかし１回目の訪問で虐待の疑いも晴れており、なぜ２度もパトカーで、しかも深夜２時

という時間に玄関をあけたままでの対応ということで、大変精神的なショックを受けてお

られます。隣近所からも好奇と非難の目で見られるということで、大変つらい思いをなさ

っておられます。

本来虐待の疑いということで１１０番通報がありました場合に、警察官が出動されるこ

とは理解をいたします。１度目の訪問があった後に児童相談所に連絡される等の児童相談

所との連携はなさっておられるのかどうか、これは当然のことではないかと思うのですけ

れども、ご本人は児童相談所からの連絡や問い合わせもなく、いきなり２回目のパトカー

での訪問ということで、その点については納得できないと言われております。また、警察

内部ではこうした出動があった場合に必ず引き継ぎがされているはずだと思いますけれど

も、なぜ２度も同じことが起こっているのかと、自分たちは信用されていないということ

で、非常にショックを受けておられまして、市民生活についてあまりにも配慮がないので

はないかと憤りを持っておられます。奈良署へはご本人からもこうした問い合わせや抗議

をなさっているとは聞いておりますけれども、この件の対応につきまして警察としてはど

のようにお考えになっているのか、伺いたいと思います。

○太田生活安全部長 お答えいたします。児童虐待事案につきましては一般的に子どもの

命にかかわる重大な事案であり、何よりも迅速な対応が最優先であると考えております。

したがいまして、常日ごろから児童虐待容疑事案があった場合は、迅速に現場急行して児

童の安否確認を最優先するよう指示しているところであります。

委員お尋ねの件に関しましては、１回目が本年１０月７日月曜日、午後１１時４８分ご

ろ、２回目は１０月２２日火曜日、午前２時２５分ごろ、いずれも深夜時間帯になるわけ

ですけれども、大きな物音がする、子どもの泣き声とどなり声がする、児童虐待ではない
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かという１１０番通報に基づきまして、管轄する奈良警察署大安寺交番の制服警察官がパ

トカーにより現場急行した事案と認識しております。当該事案につきましては家人からの

事情聴取、あるいは児童の身体の確認等を通じまして児童虐待ではないということを確認

しておりまして、児童相談所には通告しておりません。

委員から１回目に児童虐待事案ではないと確認したのに、なぜ２回目に行く必要があっ

たのかというご質問ですが、先ほども言いましたけれども、命にかかわる事案でございま

す。事案の特殊性に鑑みれば、たとえ何回通報があっても警察官が現場急行し、自分の目

で児童を確認し、安否を確認するのが当警察の当然の責務であると考えております。また、

委員から２度目も制服やパトカーで行ったことは配慮が足りなかったのではないかという

趣旨もございますが、先ほども申しました、警察といたしましては、子どもの命にかかわ

る事案であるということで、一番近くにある交番から警察官を行かせると、これは当然の

ことではないかと考えております。いずれにしましても児童の安全確保を最優先にしたも

のであり、この点、十分ご理解いただければと考えております。以上です。

○山村委員 警察官として職務をきちんと全うされ、犯罪を防止しようという意思につい

て、理解しないわけではありません。そういうことは必要なことであると一方で理解をし

ております。がしかし、警察がそうやって市民の生活を守るという立場に立っておられる

のでしたら、市民が受けるダメージについてもあわせて考えていただかなくてはならない

と思います。１度目は何もなくても、２度目に何かあるかもしれないということは、当然

起こり得る可能性もありますので、全くないと言い切ることはできないかもしれないと思

いますけれども、しかしその通報が、どういう形であるのか、同じ方から３度も４度も通

報があるのか、そういうことであれば全く同じ対応をされるのかということもあると思う

のです。やはり一度疑いが持たれた時点で児童相談所との連携などをしていくことも、２

度目も何もないということではないわけですから、当然必要ではないかと思いますし、市

民の思いとして、命を守るために警察官が働いてくれていることを否定するのではなく、

命を守っているというのであれば、やはり善良な市民である自分たちの生活についても十

分配慮が必要ではないかと訴えておられます。その点は合理性があると思うのですけれど

も、そのことについて市民からの訴えでありますからどう考えていらっしゃるのか、この

件については今後の対応ということに生かしていただかなくてはならないと思うのですけ

れども、いかがでしょうか。

○太田生活安全部長 児童虐待容疑事案は、当方ではストーカー、あるいはＤＶ事案と同
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じように位置づけております。一歩対応を間違えれば子どもの命にかかるわけです。１回

目の通報で現場に行き異常がない。次、２回目の電話があって何もないから放っておくわ

けにはいかないと思います。やはり自分の目で確認をとって、子どもの身体に傷がないか

どうか確認する、これは警察として当然のことだと考えております。したがいまして、２

回目に行った場合、１回目も含めまして、サイレンを鳴らしていない、あるいは赤灯も回

していないという点で対応させていただいているということでございますが、１分１秒を

争う事案と把握しておりますので、一番近くの交番所から制服警官を行かせるのを第一義

に考えております。以上です。

○山村委員 同じことは繰り返しませんけれども、今の答えでは同じことがまた起こるの

ではないかと思います。警察が、今までの全国で起こっている事例で、例えばストーカー

の事件とか、あるいは児童虐待の問題で命が失われてから、どうしてあのときに対応して

もらわなかったのかという実態があることは承知しております。ですので、そのことを何

とか防止したい気持ちであるということについて、それがだめだとは全然思っていません

けれども、しかしこの方の訴えというのは、やはり警察権力を行使をされる場合に市民の

生活がどのような影響を受けるのかも十分に考えて行使をしてほしいということでありま

すから、正当な訴えであると思っています。ですから、そのこともどういう形ではあって

も勘案していただくことが必要ではないかと、申し上げておきたいと思います。お答えは

何度聞いても同じことを言われるのであれば、そのことで申し上げておきたいと思います。

○原山警察本部長 お答えは要らないということでございますが、ぜひご理解を賜りたい

ということで、この事案の場合、午後１１時４８分でございます、ほぼ１２時です。それ

ともう１回は午前２時２５分でございます、深夜２時半でございます。それを大きな声と

か、物音が聞かれたということで、匿名で１１０番をされているわけです。聞こえたとい

うことですから、ご近所の方だろうと思います。今本当に見て見ぬふりをするような方が

多い中、ご心配で、じゃあその時間、活動しているのはどこだ、とりあえず警察しかない

わけです。本来は児童相談所とかにいろいろご相談されるケースはあると思います。今回

つけていますが、大国委員もつけられていますけれど、１１月は児童虐待防止月間でござ

います。国を挙げて子どもの命を守る、悲しい児童虐待を絶対防がなければならないとい

うことで、県もこども・女性局長を中心にキャンペーンで、警察も当然一緒だという気持

ちで、その中に差し伸べた手が子どもの命綱に、連絡は匿名で行うことも可能です。こう

いうことをもうしなくていいですみたいな風潮をもしつくってしまったら、そちらのほう
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が恐ろしい。

本当に罪のない子ども、今回のケースはそうではなかったけれど、しかし時間が余りに

も、我々が判断をするとき、もう一度、やっぱり確認しなければならないと。ただ、山村

委員がおっしゃった部分についても、それはご意見として参考にさせていただきながら現

場対応していきたいと考えております。しかし、現場の者を絶対責めてもらいたくない。

それで腰を引くようなことがあって、大変な事案につながったら、誰が責任とるのかとい

うことを本当に強調したいと思います。警察庁も平成１８年、その前からもあったのです

けれど、児童虐待の通達に関しては、児童の安全の確認、だからみずから安全確認しなさ

いと。そして安全の確保をまずその次にやりなさいということを児童虐待の容疑の可能性

のあるものについては、大きく構えて、それでそういう状況がなかったということだった

ら安心できるじゃないかという姿勢で、これはやらせていただきたいと思います。どうか

ご理解のほどよろしくお願いします。以上です。

○山村委員 警察本部長からお答えをいただきました。原山警察本部長が強調されました

ように、児童虐待で命を落とされることがあってはならない、そのために使命を持ってや

っておられるということについて何ら異論があるわけではありません。そのことについて

は理解をしているつもりです。ですが、今も申し上げたとおり、この場合、児童相談所に

も通報されておられなかったですし、真夜中ということで、ご近所とのいろんな関係も当

然あると思います。長年住んでおられる方ですから、いろんな実情もお互い知り合った中

で生活なさっているときに、全く知らない、新しい方が引っ越してこられたといういろん

な事情が、その背景にはあると思うのですけれども、そのことで手を緩めてくれとか、今

後の活動を制限してくださいとか、そういうことを言っているわけではなく、２度３度４

度と、同じことを繰り返されることになった場合に、市民に配慮が要るのではないかと申

し上げているので、その点はもう一度申し上げておきたいと思います。

次に、職員の長時間勤務について伺いたいと思います。今、ブラック企業が社会問題に

なっております。そういうこともあって県庁職員の家族の方からご相談がございました。

出先の事務所にお勤めの方ですけれども、毎日帰宅が深夜に及んでおり、相当疲れている

ようなので、このままでは健康が心配だと言っておられます。早く帰られないのかと言っ

ても、自分だけでなくみんなが頑張っていると。仕事がたくさんあって片づかないという

ことであります。残業代も十分もらっていないでこのような長時間労働はまるでブラック

企業ではないですかということで、何とかその調査をできないのか、改善をしてほしいと
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訴えをされました。

お聞きいたしましたら、月によって変動はありますけれども、通常でも定時に帰ること

はほとんどなく、９時１０時は普通で、時には午前２時とかになるときもあるということ

であります。このような実態について把握されているのかどうか、その点についてまず伺

いたいと思います。

○中村人事課長 職員の超過勤務の件でございます。統計で申し上げますと、職員１人当

たりの超過勤務時間数でございますが、平成２３年度に至りましては、東日本大震災、そ

れから台風１２号の関係もございまして、月当たり約１５時間という実態がございました。

平成２４年度に至りましては月１２．３時間という実態もございます。平成２４年度につ

きましてはサマータイム期間が実施されたこともありまして、定時退庁の徹底ということ

で若干下がったと思っております。委員お述べの超過勤務の実態につきましては、そうい

ったことでございます。

職員の超過勤務につきましては、まず所属長が時間外勤務を事前に命令する。そして命

じた時間外勤務に対しまして超過勤務手当を支給するという原則で適切に運用されている

と認識しておるところでございます。時間外勤務は、委員お述べのとおり、職員の健康、

また仕事と生活の調和、いわゆるワークライフバランスという観点からかなり問題がござ

いますが、公務能率にも悪影響を及ぼすものでありますので、その縮減につきましては行

政運営上重要な課題の一つと認識しておるところでございます。職員の健康の維持、それ

から公務能率の向上を図ることを目的といたしまして時間外勤務及び休日勤務の縮減に関

する指針、また時間外勤務等の取り扱い要領を策定いたしまして、労働時間の短縮に向け

まして平成１０年４月１日から施行しております。その後、早期退庁を呼びかける庁内放

送の実施、あるいはまた定時退庁におけます全庁一斉消灯の実施など、さまざまな取り組

みを行ってきたところでございますが、さらに定時退庁日、毎週水曜日でございますけれ

ども、適宜職員労働組合とも協力して各所属を回り退庁を促したり、あるいはまた、こと

しのサマータイム期間中には定時退庁のときに県の部局長等によります退勤を促すリレー

放送を実施するといった取り組みも行ってきたところでございます。今後も適正な超過勤

務の実態の管理を行うために所属長とのヒアリングの際に現状把握に努めてまいりたいと

思いますし、職員のさらなる超過勤務の縮減に努めてまいりたいと考えておるところでご

ざいます。以上でございます。

○山村委員 職員の超過勤務を縮減する取り組みは当然必要なことだと思っておりますが、
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お聞きいたしましたのは、先ほど例に挙げましたような深夜に及ぶ仕事を連続してされて

おられる職場もあると、そういう労働者が一体どのくらいの時間働いているのかを把握な

さっているのかどうかをお聞きいたしました。職員の健康管理という点からいいましても、

労働基準法によって職員が何時間労働しているのかをきちんと管理しなくてはならないと

なっていると思うのですけれども、出勤時間、退庁時間についてどのように管理をなさっ

ておられるのか、きちんとそういうことがわかるようになっているのかどうか、そこのと

ころを伺いたいと思います。

○中村人事課長 各所属に出退勤管理システムがございまして、職員の出勤と退勤時間が

わかるわけでございますが、従来の出勤簿にかわるものと思っております。確かにその出

退勤システムにおきましては職員一人の退勤時間を調査することは可能でございますけれ

ども、実際にはその退勤時間が全て超過勤務という時間ではないとも考えているところで

ありまして、非常に困難な作業だと思っておるところでございます。委員お述べの各所属

におきます、職員の１人当たりの超過勤務について全て把握しているのかというご質問で

ございますが、人事課に報告はございますので把握はしておりますが、実際にそれを分析

するといったことはまだしておりませんけれども、各所属によって超過勤務の実態といい

ますか、超過勤務の多い、あるいは少ないというのがあることは、認識しておるところで

ございます。

○山村委員 その出退勤簿にかわるものがあって、カードで管理されているのだと思うの

ですけれども、それを分析すればきちんと県庁職員が大体何時間ぐらい職場におられるの

か、その仕事の中身はともかくとして、残業をしている状況が一目瞭然にわかるシステム

はあるということです。通常、職場には安全衛生委員会という形で、労働時間の実態がど

うであるのかチェックをされる機関があると思うのですけれども、そういう場できちんと

管理なさることが必要ではないかと思うのですけれども、この方がおっしゃっているのは、

その実態がどのようになっているのかを明らかにしてほしいと、調査をしてほしいという

ことが希望ですから、どういう実態になっているのか、実際にどれだけの時間超過勤務を

なさっておられるのかを調査をして明らかにしていただきたいと思いますが、それができ

るのかお聞きしたいと思います。

○中村人事課長 できるのかどうかということでありますが、同一職場の中でも特定の方

にその業務が偏っている実態もございますことは聞いております。また事務の改善とか、

またはその事務の効率化といった取り組みがなされているかどうかといった問題もござい
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ますので、今後はその所属とのヒアリングを行う際に現状把握に努めてまいりたいと思い

ます。

○山村委員 聞いておりますのは、出退勤簿ではないですけれども、出退勤簿にかわるシ

ステムで把握される労働時間の実情、実際のところはどうなのかということを明らかにし

てくださいということなのです。実は同じような訴えが、これは書面で届いたのですけれ

ども、労働者の方です。今回お知らせしたいことがあるということで、奈良県庁こそがブ

ラック企業だと。県庁では超過勤務をしても時間外勤務手当は本来の労働時間の３分の１、

もっと低い水準しか支給されておりません。そのほか休日出勤もあるということです。実

際、この方も予算等の関係がありますから上限があることは理解しておられます。がしか

し現実は、この間職員が少なくなって仕事量が非常に多くなって頑張っても残業せざるを

得ない状態になっている中であっても、所属長による業務内容についてその指示という点

で改善がされていないことで、自分たちとしては一生懸命仕事に邁進しているにもかかわ

らずに、こういう状態が続いていることについて非常に怒りを持っておられます。奈良県

庁には出退勤読み取り機がありますから、出退勤読み取り機の労働時間、これを正確に調

査をしてくださいと訴えておられるわけです。

このように働いておられる人からの訴えでもありますし、以前はマスコミでも盛んに空

出張とか空残業とか、問題になる事案がたくさん言われていた時期もありましたけれども、

現状を見ておりまして、大変厳しい予算で、人件費を特に減らす努力が続けられてきたと。

給与も人員も削減され続けてきているのが現状ではないかと思います。そういう中で欠員

も十分補充されない実態もあるということが今回の質問でも言われておりましたけれども、

サービス残業や超過、長時間過密労働が起こり得る状況が広くあるのが今の状態ではない

かと思うのです。そういう状況は正常な状態とはとても言えないと思います。自治体の職

員の皆さんは県民の福祉の向上ということで、不偏不党、全体の奉仕者ということで非常

に働き、一生懸命働いていただいていると思うのですけれども、そういう職場にある方が

みずからの人間らしく働く労働の権利がきちんと保障されない状態であることはゆゆしき

問題であると思いますので、率先して改善をしていかなくてはならないと思っております。

そういう点から見ましても、この訴えておられる中身にきちんと答えていただいて、実際

の労働時間がどういう実態になっているのかを明らかにして報告をしていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

○中野委員長 それは個別の案件としてやるのですか。
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○山村委員 個別ではなくて、どの方をと指定しているわけではありませんので、全部の

職場でそれができるのは難しいのではないかとおっしゃっていましたけれども、できる範

囲でやっていただけたらと。基本的には全部の出退勤の状況は記録されているわけですか

ら、やろうと思えばできるけれども、時間的な問題とか、いろいろなことがあるのではな

いかと推察をしているだけで、できれば全部出していただくのが正当かと思います。

○中野委員長 調査できるのですか。

○中村人事課長 先ほども申し上げましたように、出退勤システムでございますが、出退

勤システムにおきまして職員一人一人を、これも繰り返しになりますけども、退勤時間を

調査することは実際可能かもしれませんけれども、いわゆる皆さんが県庁から出られる退

勤時間が全て超過勤務時間であると認識することは、難しいかと思っております。例えば

いろいろな身の回りの整理をしたり、その他いろいろな勉強会をしたり、勉強会も業務と

いえば業務かもわかりませんが、そういったこともありまして、退勤時間をもって、それ

が超過勤務時間を計算する材料になるかどうかは難しい状況と認識してます。超過勤務命

令などの退勤管理は管理職等の責務でございまして、その徹底には努力してまいりますが、

退勤管理がなされていない職場があれば実態を十分に確認した上で所属長に是正方策を模

索するなど、事情聴取して個別に対応していく所存でございます。以上でございます。

○山村委員 申し上げているのは、実際に残業しているかどうかわからないと、そこにい

るから全部仕事しているのではないとみなされる部分もあるのではないかということで、

できないとおっしゃっていると今の回答ではお聞きしたのですけれども、実態としては仕

事をなさっておられる方がほとんどだと思うのです。ですので、給料の支払いはどうかと

か、その問題を横に置いておいて、とにかくその労働時間の状況はどうかを調べてくださ

いということなのです。それと実際に超過勤務として払われている金額が違うのではない

かと訴えておられますけれども、それは別に置いても実際の勤務時間はどうなっているの

かと。把握できる方法があるのですから、そのことをきちんと明らかにしてくださいとい

うことで、それをできないわけではないとおっしゃっておりますので、やっていただきた

いのですが、どうですか。

○浪越総務部長 超過勤務の問題につきましてはかなり意識をしておりまして、業務は結

構季節的に忙しいところがございます。例えば財政課でありますと予算の編成時期は期限

が決められてきますので、委員がおっしゃったような勤務、若いときはそういう形の勤務

をしてまいりました。ただそれが日常茶飯事でずっと続いているのかで申し上げると、そ
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ういう波はございます。各所属で一人に業務が集中したりしていないのかと、そういうと

ころがうまく管理職で業務を配分して、それを進めていくことが大事だと思っておりまし

て、各部局に対してはそういう形がないのかどうかを、人事課もヒアリングの中でやって

いくように話をさせていただきました。言われた退勤時間の話ですけれども、全てを出す

のは当然かなりの業務になるだろうと思います。例えばそれをどう特定するのかという話

になってくると思いますので、これについては人事課と、あと委員とでお話をしていただ

くなりして、協議させていただいたほうがいいのかと思います。

○山村委員 はい、わかりました。協議をした上でそうした実情が明らかになるというこ

とでしたら、当然協議をさせていただいて、やっていただきたいと思います。といいます

のも、やはり労働されている方々の健康管理という点でも、労働安全基準法では月１００

時間以上残業があるような方は医師の面接指導が必要であるとか、８０時間以上になれば

過労死ラインであるとか、当然のことですけれども厳しい規制があります。そういうこと

をきちんと把握しないでいること自体が大問題だと思っておりますので、そういう実態を

しっかりと把握されることをまず望みたいと思います。その点につきましてはよろしくお

願いしたいと思います。

それから、もう１点、この職員の訴えの中に出ておりますのが、超過勤務手当がきちん

と払われていないという問題ですが、この点につきましても法令を遵守されるということ

でいえば、きちんとされるべき問題だと思っておりますので、それは今後検討していただ

きたいと思います。残業を幾らでもたくさんやって超過勤務手当をどんどん払えばいいと

か、そういうことは決してないと思うのです。最初に人事課長がおっしゃったように、残

業はできるだけ少なくして合理的な仕事ができるような環境をつくっていかれるようにす

ることをまず第一に望みたいと思うのですけれども、そのためには人員の配置の問題、あ

るいは定数に見合う人が補充されていない問題ですとか、改善すべき点があるのだと思っ

ているのですけれども、そこのところをきちんとまずやっていただくことを望みます。こ

の点については意見として述べておきたいと思います。

それから次に、３点目お伺いしたいと思います。防犯カメラの設置についてですけれど

も、県の事業で防犯カメラ設置についての助成が始まっていると聞いております。一面で

は犯罪の予防という面があると思うのですけれども、同時にこの防犯カメラの設置は憲法

に定めるプライバシー権や肖像権の侵害にもつながる、そういう重大な問題であると認識

しておりますので、慎重に考えていかなくてはならない案件だと思っております。
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実はこの実施に当たりまして、実際に導入をされようとしている王寺町の住民から不安

の声が寄せられております。防犯カメラ設置に当たって、設置運用に関する条例が提案さ

れているのですけれども、その内容について疑問があるということでした。案文を見せて

いただきましたけれども、設置目的ということで第１条があるのですけれども、街頭犯罪

の防止、犯罪に対する抑止力、治安維持の促進及び安全・安心なまちづくりの推進を図り、

もって町民等の権利利益を保護することを目的とするとなっているのですけれども、その

目的の中に治安維持の促進がうたわれておりましたり、また第２条の中でも防犯カメラで

犯罪の予防、その他公共の安全の維持を目的としてまで書かれている内容ということなの

です。

防犯カメラの効果として考えられているのは、犯罪を予防する、あるいは犯罪が起こっ

たときの犯人の特定のためと聞いているのですけれども、この文章で言われていることが

目的とされるならば、何が治安を乱すことになるのか、公共の安全の維持と言われまして

もその内容は非常に曖昧で幅広い内容を含んで、さまざまな市民生活に影響が出るのでは

ないかと不安を持たれるのは当然のことだと思います。ですので、県としてこの事業推進

に当たりまして、設置をされようとする市町村に対してどういう指導や対応をなさってい

るのかについて、まず伺いたいと思います。

○山崎安全・安心まちづくり推進課長 お答えします。地域防犯力の向上事業のことにつ

いて、モデル事業を現在やっております。地域住民が主体となる地区の防犯協議会が実施

主体であります。例えばパトロールでありますとか、防犯マップの作成といったソフト事

業、これが中心ですけれども、それを補完するものとして防犯設備の機器の整備というハ

ード面の整備があります。このハード面の整備の中に選択肢として防犯カメラも入ってお

ります。これは犯罪の抑止効果が高く住民のニーズも高い設備でありまして、その地域の

実情に合わせて住民の判断により選択されるものであります。

なお、カメラが設置される場合ですが、撮影される個人のプライバシーの侵害はあって

はなりません。その運用には十分な配慮が必要です。そのため防犯カメラの設置に当たっ

ては設置者において設置基準の策定、また基準が守られるための厳格なルールづくりが不

可欠であります。県では実施の市町村及び地区の防犯協議会に対して防犯カメラの設置及

び運用に関するガイドラインを例示的に示させていただいてプライバシーの保護に万全を

期していただくように周知の徹底を図っております。また、事業の実施後も適宜フォロー

をしていくところであります。現在モデル事業による防犯カメラを設置済みの天理市にお
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きましては、モデル地区の防犯協議会が６月に策定した防犯カメラ運用基準に基づいて防

犯カメラの運用がなされています。今後設置されていく他の市町においても同様の対策が

とられる予定であります。以上であります。

○山村委員 確かに県も防犯カメラの効果とともに憲法１３条侵害のおそれもあるという

ことで取り扱いに注意が必要であると示されるものを、市町村に提示をされていらっしゃ

ることは承知しております。お聞きしたいのは、この防犯カメラが権利侵害も含む中身で

あるということで、公共の場所に設置される防犯カメラから市民のプライバシーなど保護

するために条例をつくることが目的であると思うので、王寺町の条例については、そのこ

ととかかわりのない不必要なことが入ってると思うのですけれども、そのことについてど

のようにお考えになって指導なさるのか、これはゆゆしき問題だと思うので、当然対応が

あるべきだと思うのですけれども、その点についてお伺いしたいと思います。

○山崎安全・安心まちづくり推進課長 王寺町の条例のことについて、今すぐにわかりま

せんけれども、この事業につきましては住民がみずから防犯活動に取り組む中でその選択

肢で防犯カメラを設置することになれば支援するという事業であります。必要な範囲で県

としてもバックアップしていくことを考えております。以上でございます。

○山村委員 確たるお答えはありませんでしたけれども、他の都道府県でどんなふうにな

っているのか調べてみましたけれども、やはり個人の権利侵害にもかかわるということか

ら、大変慎重に取り扱っておられます。住民の方はもちろん犯罪を抑止してほしいという

願いを持っておられますから防犯カメラに期待される方もたくさんいらっしゃるのはよく

承知しております。ですので、賛成の方が多いということも実際あると思います。ですが、

その賛成が多いということと自分の権利が侵害されるということはまた別の問題ですので、

きちんとした対応が必要だと思っています。条例制定に当たりましてでは、独立した条例

検討委員会、専門家の方も入って設置を検討された条例を提案をされる、あるいはパブリ

ックコメントをもって住民の意見を聞くという最低必要な対応をなさっておられます。ま

た１９８０年にはＯＥＣＤの経済協力開発機構の理事会において、プライバシー保護と個

人データの国際流通についての勧告という形で８原則も示されております。そうしたもの

についてもきちんと触れられまして、慎重な検討の上に運用を進めていかれている実情が

あります。

ですので、奈良県におかれましても、その住民の願いに応えるという立場に立ちながら、

しかし権利をきちんと守っていくことをしっかりと進めていただく必要があろうかと思い



- 38 -

ますので、先ほど述べました点について今後きちんと検証していただきまして、この事業

を今後も推進されていくことになりましたら、権利侵害の問題について住民が不安を持た

ないような対応をしていただくと。きちんと憲法が守られるという担保のある条例をつく

っていただくことで対応していただきたいと。特に王寺町の条例につきましてこの点につ

いてはしっかりと把握をしていただいて、対応していただきたいとお願いしておきます。

○大国委員 端的に２点お尋ねしたいと思います。

１点目は、今、連日税制改正等の議論が報道されております。一方では、来年の消費税

の税率アップがだんだん近づいてきたということでありまして、経済対策等、政府・与党

の中では取り組まれているところでございます。そのような中で、この消費税の増収分に

つきまして、これは全額社会保障４分野に使うことが改正消費税法にきちっと明記されて

ございます。細かい話は、今まで議論もあったと思いますし、しませんけれども、そうい

った４分野に使われることになりますと、地方議会、あるいは県民の方々から見ると一体

どこに使われるのだと。どういった事業に消費税が使われるのかをやはり見える化をして

いく必要があるのではないかと県民の方もおっしゃっていますし、そのように思っている

ところでございます。この点についてのお考えを１点お尋ねしたいと思います。

もう一つは、文化芸術につきまして、先ほどムジークフェストの質問させていただきま

したが、この秋、県でも力を入れられております、県立美術館の特別展、籔内佐斗司展、

やまとぢから、１５日までの期間でございますけれども、この成果は現状どのようになっ

ているのか、それから、中南和地区の地域の拠点でございます万葉文化館におきまして１

０月１２日から１１月２４日まで特別展、東京富士美術館と奈良県立美術館所蔵の江戸絵

画の精華が行われましたけれども、この２点の展示につきましての現状等ありましたらご

報告をお願いしたいと思います。

○西川財政課長 地方消費税の税率引き上げに伴います増収分の使途をどのように県民の

方々にお見せしていくのか、見せる化すべきだということについてお答えさせていただき

ます。

少し古くなりますが、平成２４年４月１６日に国と地方の協議の場がございまして、そ

の場で当時の川端総務大臣からも消費税、地方消費税収の使途についてはそれぞれの地方

団体においても確認し、住民によく説明していただきますようお願いしますと述べられて

おります。これを受けまして一つの例ですが、県ではございませんが市町村の税で都市計

画税がございます。この都市計画税につきましても、都市計画事業または土地区画整理事
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業をする費用に充てるものということで、こちらにつきましては国から予算の説明の資料

等においてできるだけわかりやすく説明するように通知が当時出されております。今回の

消費税の税率の引き上げに伴いましても、一応国から何らかの形の通知が来るのではない

かと想定しておりますが、現実的なところ通知はまだ来ておりません。いずれにしまして

も、どのような形になるのかはございますが、県民の皆様に消費税率の引き上げに伴いど

のように使われるかがわかるような形で説明していく必要があろうかと思っております。

先ほど申し上げましたように、都市計画税で、市町村になりますけれども、公表している

例がございますので、その辺も見ながらどういうやり方がいいかは今後の予算編成過程の

中で検討していきたいと思っております。以上でございます。

○竹田文化振興課長 まず、先月２４日まで万葉文化館で開催されました特別展、江戸絵

画の精華につきましては東京富士美術館が所蔵しておりますびょうぶ画、ふすま絵、また

葛飾北斎の富嶽三十六景等々、江戸名所、江戸百景などの展示を行いまして、期間は３８

日間という期間でございますが、約２万８，０００人という多くの方々のご来館がござい

ました。また同時に行いましたにぎわいフェスタ万葉秋にも多武峯縁起絵巻の特別公開を

はじめ、万葉文化に関する講演会や音楽コンサートなど、数多くの催し行いまして大いに

にぎわったところでございます。また、現在開催中の県立美術館の籔内佐斗司展、やまと

ぢからでございますが、今月１５日までの会期の最終入館者数につきましては約１万５，

０００人を超える見込みでございます。これは現在巡回展として開催されておりまして、

既に福井市、堺市、群馬県館林市で開催されておるわけでございますけれども、そういっ

たところに比べますと入館者数は奈良県は大きく上回る見込みでございます。

なお、皆さんがご承知のとおり、１１月２５日には本展覧会に高円宮妃殿下にお越しを

いただきました。妃殿下につきましては笑顔で一点一点丁寧に作品をごらんになり、大い

に楽しまれていただいたところでございます。また妃殿下におかれては、新公会堂で開催

させていただいた本展覧会の関連事業でありますやまとぢからフォーラム、そちらで新作

狂言もごらんいただきまして、フォーラム自体も大変盛況なものとなりました。そのほか

本展では籔内佐斗司展に伴いまして記念講演会、そしてまた平成伎楽団のパフォーマンス

等々によりまして期間中も、盛り上がりを見せているところでございます。こうした取り

組みによりまして、本展覧会につきましては奈良の伝統文化の価値をアピールするととも

に、やまとぢからの発信という部分に大いに役立ったのではないかと考えております。以

上でございます。
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○大国委員 ありがとうございます。この展示につきまして、具体的な数字もお示しをい

ただいて、その成果的なこともご答弁をいただきました。地域の施設、また多様な人材を

活用して世代を越えて多くの住民が文化芸術を体験していただいたり、また享受していた

だけるように引き続きいろんな企画等も含めてご努力をお願いしたいと思います。また、

万葉文化館も随分盛況だったようでございまして、中南和地域のゲートウエーとして位置

づけられている、こういった施設にますますもっと力を入れていただいて、広くこの幅広

い奈良の魅力を発信できればと思っておりますので、よろしくお願いします。

あと消費税の使途につきましての見える化でございますけれども、これも財政課長、積

極的にぜひともお取り組みをいただきまして、県民の皆さんに本当に私たちの血税、１円

たりとも無駄にすることなく社会保障４分野に使われているのだという実感が伝わるよう

に工夫をしていただいて収支等お願いしたいと思います。みんなでこの社会保障制度を支

えるという意味でこの三党合意の中から出てきているこの消費税の増税でございますので、

そういった県民立場に立ってぜひともご努力をお願いしたいと思います。以上でございま

す。

○藤野副委員長 簡潔に１点だけ質問させていただきます。職員の福利厚生施設等につい

てお聞きをいたします。

まず、財団法人奈良県職員互助会は公益法人制度関連法の改正に伴って来年度４月１日

より一般財団法人に移行されることをお聞きいたしております。この運営については、数

年前より県からの補助金がなくなったということで、職員である会員の掛金だけで運営を

されておられます。この職員互助会が経営する２カ所の食堂、本庁にある食堂と高田総合

庁舎にある食堂、これについては撤退ということでありますけれども、撤退後のこの流れ

はどのようになっていくのか、まずはお聞きいたします。

○新座総務厚生センター所長 職員食堂についてお尋ねでございます。副委員長お述べの

とおり、職員食堂は財団法人奈良県職員互助会が行政財産の目的外使用許可を受けて運営

しておりまして、利用時間は午前１１時半から午後３時まで、定食、麺類、カレー等がメ

ニューとなっております。１日当たり３００食程度の利用がございまして、約４分の１が

職員以外の外部からの利用客でございます。近年は民間の食堂、それから弁当、コンビニ

エンスストア等の競争によりまして利用者が減少を続けております。そのため継続的な損

失を計上しておりまして、売店などの他の収益から補填されている状況でございます。職

員食堂はかつては多くの職員に利用されてきましたが、職員のニーズの変化、それから職
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員の利用者数の減少の状況から赤字を計上してまで経営を継続することは困難な状況とな

っております。また、福利厚生施設の赤字に公費を投入することは住民の理解の得られる

ものではございません。なお、全国的に見ましても職員食堂を職員互助会が直営している

のは本県を含めて３県のみとなっております。このような状況から互助会では職員からの

意見も募集しまして評議員会、理事会に諮りまして職員食堂の廃止を決定したところでご

ざいます。職員食堂の廃止後は県庁６階に一般客向けのレストランが設置される予定でご

ざいまして、職員も利用できるようにする方向で検討が進められております。料金は今ま

で赤字で経営してきたような安価ではないかもしれませんけれども、メニューであるとか、

利用時間などにつきましては民間事業者が創意工夫される可能性があるかと考えておりま

す。以上でございます。

○藤野副委員長 答弁いただきました。内容は今後レストランということで、観光客も含

めていろいろ来ていただくこともお聞きをしたわけでありますけども、それはそれで前向

きに取り組んでいただければと思うのですが、職員の憩いの場という観点からも今までそ

ういう利用もされていたのがなくなるのは非常に不満があるという声をお聞きをするとこ

ろであります。昼休みに過ごす場所というのは自分の職場に戻って休まれる、あるいは春

とか秋のいい季節は外で過ごすということもあるのですけれども、食堂でもゆっくりと話

をしながら過ごす方もおられるとお聞きしますので、これは高いメニューになってくると

なかなかそうもいかないということもややもすればお聞きをするところでありますけれど、

これからの職員の福利厚生という観点から何らかの知恵を出し合いながらお互いに運営を

していければどうかと思います。猿沢荘も、今回の提案でも外国人の観光客に対するサー

ビス施設にしていくと聞いておりますので、結構会議とか会合とかされているのも非常に

多いとお聞きするので、そういった場所がまたなくなってくるので、福利厚生という観点

からも改めてこの互助会の中でもいろいろと議論を深めていき、それぞれの知恵を出し合

っていただきたい、このことを要望して質問を終わります。ありがとうございました。

○中野委員長 ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようでございますので、これをもちまして質疑を終わらせていただきます。

次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任願えますか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

それでは、そのようにさせていただくことで、これをもちまして本日の委員会を終わら
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せていただきます。ご苦労さまでした。


